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森の担い手育成拠点施設（ぎふ木遊館サテライト施設）企画運営業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 中津川市では、「中津川市森の担い手育成構想」の実現及び「ぎふ木育」の推進に向け、

子どもから大人まで幅広い年齢層の方が木に触れ、木に親しみ、森林とのつながりを体験で

きる「森の担い手育成拠点施設（ぎふ木遊館サテライト施設）」（以下、「サテライト施設」

という。）の整備（令和６年夏開館予定）を進めています。 

 この実施要領は、「サテライト施設」の企画運営業務の受託事業者を公募型プロポーザル

方式により選定するために、必要な事項を定めるものとします。 

 

第１ 業務の概要 

 １ 業務委託名 

    森の担い手育成拠点施設（ぎふ木遊館サテライト施設）企画運営業務 

 ２ 業務内容 

    「森の担い手育成拠点施設（ぎふ木遊館サテライト施設）企画運営業務委託仕様書」 

のとおり 

 ３ 委託業務期間 

    令和 6 年 4 月 1 日から令和７年３月３１日まで 

 ４ 業務場所 

    所在地：中津川市付知町８５８１－１（道の駅花街道付知内） 

    構 造：木造平屋建 

    床面積：１７５．５５㎡ 

 ５ 委託費の上限額 

    ９，８５７千円（消費税及び地方消費税含む） 

 ６ 募集方法 

    公募型プロポーザル方式 

 ７ 選  定 

    「森の担い手育成拠点施設（ぎふ木遊館サテライト施設）企画運営業務委託の最優 

    秀提案者を選定するための選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、 

    採点評価し、その評価点を基に最優秀提案者の選定を行う。 

 ８ 事 務 局 

    中津川市農林部 林業振興課（以下「事務局」という。） 

    〒５０８－８５０１岐阜県中津川市かやの木町２番１号 

    TEL：0573-66-1111（内線 242、244） ／ FAX：0573-66-1835 

    Mail：ringyou@city.nakatsugawa.lg.jp 

 ９ そ の 他 

    令和 6 年度一般会計予算において、当委託にかかる経費が減額又は削除された時 

は、委託内容を変更又は解除する場合がある。 

tel:0573-66-1111（内線242、244
mailto:ringyou@city.nakatsugawa.lg.jp
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第２ プロポーザルに係る事項 

１ 参加要件 

 プロポーザルに参加できる者は、以下の条件を満たす者とします。 

（１）中津川市内の社会福祉法人、学校法人、民間事業者（株式会社等）、ＮＰＯ法人又は、 

  木育や森林環境教育の実績のある団体（以下「法人等」という。）で、ぎふ木育に関す

る知識や経験を有する者（ぎふ木育推進員、ぎふ木育指導員、ぎふ木育サポーター）を 

  確保できること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない

者であること 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第 

２号に掲げる暴力団又はその構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５ 

年を経 2 過しない者の統制下にないこと。また、自己又は自社の役員等が、暴力団員 

（同条第６号に規定する暴力団員をいう。）の利益につながる活動を行う者若しくはこ 

れらと密接な関係を有する者でないこと。 

（４）代表者、役員又はその使用人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第 

  １９８条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで 

公訴を提起された日から２年を経過しない者でないこと。 

（５）団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年 

法律第５４号）第３条又は第８条第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機 

関に認定された日から２年を経過しない者でないこと。 

（６）法人として児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の法令違反の経歴がないこと 

（行政機関による定期監査等で指摘を受けた軽微なもの又は既に改善されている場合 

を除く。）。 

（７）会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条又は第６４４条の規定による清算の開 

始若しくは第５１１条の規定による特別清算開始の申立てがなされていない者である 

こと（会社の整理終結の決定がなされた場合を除く。）。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立 

てがなされていない者であること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた 

者を除く。）。 

（９）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立 

  てがなされていない者であること（民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定した 

ものに限る。）を受けた者を除く。）。 

（10）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項又は第１９条第１項及び第２項に 

  よる破産手続き開始の申立て（同法附則第３条の規定によりなお従前の例によること 

とされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法（大正１１年法律第７１号）第１３ 

２条又は第１３３条による破産の申立てを含む。）がなされていない者であること（破 

産者で復権を得た場合を除く。）。 

（11） 国税及び地方税を滞納していない者であること。 



 

3 

 

（12） 労働者災害補償保険に加入していること。 

（13） 契約締結日に、中津川市の入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（14） 中津川市から入札参加資格指名停止措置を現に受けていない者であること。 

 

２ 企画提案書の作成 

様式１により作成してください。 

企画提案書の様式等は、日本工業規格Ａ４縦型（一部Ａ３版資料折込使用可）とします。 

企画書で使用する言語は日本語、通貨は円とします。 

 

３ プロポーザルの手続き等 

（１） スケジュール 

項 目 日 程 提出書類 

公募開始 令和６年１月２６日（金）  

質問書受付期限 令和 6 年２月９日（金）午後 5 時必着 様式第 1 号 

質問回答 令和 6 年 2 月１４日（水）（予定）  

参加申込の提出期限 令和６年 2 月１９日（月）午後 5 時必着 様式第 2 号～第４号 

企画提案書の提出期限 令和６年２月２８日（水）午後 5 時必着 様式第５号～第６号 

プロポーザル評価会議 令和６年 3 月２２日（金）（予定）  

審査結果の通知・公表 令和６年 3 月下旬  

（２）公募要領等の配布 

① 配布期間 令和６年１月２６日(金)～令和６年２月１９日(月) 

    午前８時３０分～午後５時（土日祝日除く）  

② 配布場所 中津川市役所 農林部 林業振興課 

   （〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町 2 番 1 号） 

※ 公募要領等は、中津川市ホームページに掲示します。 

（３）公募要領等に関する質問受付 

① 受付期間 令和６年１月２６日(金)～令和６年２月９日(金)午後５時まで 

② 提出方法 

質問は（様式第 1 号）の様式により、電子メール又はＦＡＸにより提出してくださ 

い。 

＊提出後は、電話にて事務局に到着確認をお願いします。 

＊電子メールの場合は、件名を「森の担い手育成拠点施設（ぎふ木遊館サテライト 

施設）企画運営業務委託」として送信してください。 

③ 提出先 

中津川市役所 農林部 林業振興課 

TEL 0573-66-1111（内線 242） ／ FAX 0573-66-1835 

        E-mail ringyou@city.nakatsugawa.lg.jp 

mailto:ringyou@city.nakatsugawa.lg.jp
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 ④ 回答方法 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるもの 

を除き、令和６年２月１４日（水）午後５時までに、中津川市のホームページにて 

公開します。 

  ⑤ その他 

    電話でのお問い合わせには応じかねます。質問がない場合は提出不要です。 

（４）参加申込受付 

① 受付期間 令和６年１月２６日(金)～令和 6 年２月１９日(金) 午後 5 時まで 

② 提出方法 

参加希望者は、参加申込書（様式第 2 号）、法人（団体）等概要書（様式第 3 号）、 

業務実績等調書（様式第 4 号）を、中津川市役所農林部林業振興課まで持参又は郵送 

により提出（期間内に必着）してください。郵送の場合は、必ず「簡易書留」として 

ください。（期間内に必着とすること）。 

  （５）企画提案書受付 

① 受付期間 令和６年１月２６日(金)～令和６年２月２８日(水)午後 5 時まで 

 ② 提出書類、提出部数 

    ア 企画提案書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第５号 

    イ 見積書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第 6 号 

 ③ 提出部数 

 各正本１部、副本５部 

④ 提出方法 

    中津川市役所農林部林業振興課まで持参又は郵送により提出してください。 

    持参による受付は、平日の午前８時３０分から午後５時までとします。郵送の場合 

は、必ず「簡易書留」としてください（期間内に必着とすること）。 

  ⑤ その他 

プロポーザル評価会議において、上記②の提出書類を使用してプレゼンテーション 

を実施していただきます。 

 （６）参加に際しての留意事項 

① 失格事由 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格となります。 

ア 構成員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

イ 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行った場合 

ウ 最優秀提案者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的 

に開示した場合 

エ 応募提案書類に虚偽の記載をした場合 

オ 公募要領に反すると認められる場合 

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 
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② 無効事由 

提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合は、無効となります。 

③ 著作権・特許権等 

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本 

国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、 維持管理 

手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提出者が負うものとします。 

④ 複数提案の禁止 

企画提案参加者は、複数の提案書の提出はできません。 

⑤ 提出書類の変更の禁止 

提出期限後の提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は認めません。（軽微なもの

を除く。） 

⑥ 返却等 

提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

⑦ 費用負担 

企画提案書の作成、提出等参加に要する経費等は、すべて参加者の負担とします。 

⑧ その他 

ア 参加者は、企画提案書の提出をもって、公募要領等の記載内容に同意したものと 

します。 

イ 提出された企画提案書等は、中津川市情報公開条例に基づく情報公開請求の対象 

となります。 

ウ 企画提案書の提出後に辞退をする場合は、評価会議開催日前日（土日祝日除く） 

の正午までに、辞退届（様式第 7 号）を中津川市役所農林部林業振興課に持参又は郵 

送により申し出てください。 

 （７）見積書作成にあたっての注意事項 

① 提案金額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込み額とします。 

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、 

見積もった金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した額を見積書に記 

載してください。 

② 本事業実施に係る通信運搬費（郵送料等）、事務費（消耗品費等）は必要に応じて計 

上してください。 

③ パソコン、複合機（コピー／ＦＡＸ）等の設置に係る経費については、市の委託費 

に含みません。 

④ 人件費については、労働条件、市場実態等を踏まえて適切な水準を設定してくださ 

い。 

（８）関係書類の送付先・受付場所及び留意事項 

中津川市役所 農林部 林業振興課 

TEL 0573-66-1111（内線 242）／ FAX 0573-66-1835 

     E-mail ringyou@city.nakatsugawa.lg.jp 

mailto:ringyou@city.nakatsugawa.lg.jp
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（注意１） 上記の各種書類を指定の方法のうち、郵送、FAX 又は電子メールにて提出した 

場合は、届いているかどうか確認を電話で行ってください。 

（注意２） メール送信の際は、件名に「森の担い手育成拠点施設（ぎふ木遊館サテライト 

施設）企画運営計画策定業務委託」と記したうえで送信してください。 

 

第３ 評価に関する事項 

 １ 評価方法 

評価は、市が別に定める委員により組織された「森の担い手育成拠点施設（森の担い手育

成拠点施設（ぎふ木遊館サテライト施設）企画運営業務委託公募型プロポーザル評価会議」

が行います。 

なお、委託者の選定に当たっては、評価項目に沿って、提出書類及び参加者によるプレゼ

ンテーション内容の評価を行い、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の

内容、事業の実施能力等を評価会議構成員が評価・採点のうえ選定します。 

 ２ 評価会議 

 （１）開催日・場所 

 日時：令和６年３月２２日（金）１０時～ 

  場所：中津川市役所 ４０３会議室（予定） 

 （２）企画提案の所要時間（１提案者あたり） 

  プレゼンテーション １５分以内 

  評価会議構成員からの質疑 １０分程度 

 （３）注意事項 

① 評価会議への出席は２名までとします。 

② 参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできません。 

③ 指定の時間に遅れた場合には、評価対象とはいたしません。 

④ パソコン、プロジェクター等の機材は使用できません。企画提案書受付期限までに 

市に提出した資料のみで、プレゼンテーションを実施してください。 

⑤ 参加者が多数となった場合には、プレゼンテーションを実施せず、質疑応答のみで 

評価を行う場合があります。 

３ 評価項目及び評価基準 

別表「プロポーザル評価基準」のとおり 

４ 最優秀提案者の選定 

・上記評価項目について、提出書類及び参加者によるプレゼンテーション内容の評価を 

行い、評価会議構成員が評価・採点し、各評価会議構成員の順位点の合計が最も高い提案 

者を最優秀提案者として選定します。なお、総評価点の６割を基準点とし、基準点を満た

さない提案者は選定の対象としません。 

・各評価会議構成員の順位点の合計が同じである者が複数いる場合は、提案金額の安価な 

者を最優秀提案者として選定します。 

なお、各評価会議構成員の順位点の合計及び提案金額が同じである者が複数いる場合 
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は、同者らによるくじ引きにより決するものとします。 

・提案者が１名のみの場合、評価の結果においてプロポーザル評価要領に定める基準点を 

満たすときは、当該応募者を最優秀提案者とします。基準点に満たない場合は、事業を 

実施するときには、再度公募を実施します。 

５ 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、速やかに参加者に文書にて通知するとともに、以下の項目を中津川市の 

ホームページ上で公表します。 

① 最優秀提案者（契約交渉の相手方）の名称及び評価点 

② 全提案者の名称（申込順） 

③ 全提案者の評価点（得点順） （提案金額を含む。提案者の名称は秘匿。） 

④ 最優秀提案者の選定理由 

⑤ 評価会議構成員の氏名 

⑥ その他、最優秀提案者と契約交渉の相手方が異なる場合は、その理由 

なお、応募者が２者の場合、③は公表しません。 

また、契約締結後、県のホームページにおいて、契約者、契約日、契約金額等を公表 

します。 

 

第４ 契約についての留意事項 

１ 契約方法 

市は選定した優秀提案者と協議し、業務委託に係る仕様書の内容を確定させたうえで、 

契約を締結します。仕様書の内容は、提案された内容が基本となりますが、市と優秀提案 

者の協議により最終的に決定します。 

なお、当初協議により仕様書の内容について調整が困難となった場合には評価結果に 

おいて評価点が次に高い提案者と協議を行います。 

 

第５ 業務の適正な実施に関する事項 

１ 関係法令の遵守 

受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令を遵守してくだ 

さい。 

２ 業務の一括再委託の禁止 

   受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができ 

ません。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、市と協議の 

うえ、業務の一部を委託することができます。 

３ 個人情報保護 

受託者が委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、中津川市個人情報 

保護条例に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情 

報の保護に努めてください。 
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４ 守秘義務 

受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利

益にために利用することはできません。また、業務委託終了後も同様とします。 

 

第６ 業務の継続が困難となった場合の措置について 

中津川市と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった 

 場合の措置は、次のとおりとします。 

  １ 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

   受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、中津川市は契 

約の解約ができます。この場合、中津川市に生じた損害は、受託者が賠償するものとし 

ます。 

なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行 

うものとします。 

  ２ その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

   災害その他不可抗力等、中津川市及び受託者双方の責に帰すことができない事由によ 

り業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとします。 

一定期間内に協議が整わない場合には、それぞれ、事前に書面で通知することにより 

契約を解除できるものとします。 

   なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際 

は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとしま 

す。 

 

第 7 問い合わせ先 

   中津川市役所 農林部 林業振興課 

TEL 0573-66-1111（内線 242、244） ／ FAX 0573-66-1835 

    E-mail ringyou@city.nakatsugawa.lg.jp 


